
 

 

 

 

 

 

令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金（支援給付金）について 

 

 

このことについて、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 概要 

  申請時において児童を養育しているにもかかわらず、基準日（中学生以下は

令和３年８月３１日、高校生等は令和３年９月３０日）から令和４年２月２８

日までの間の離婚等により令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け

取れない方及びこれに準ずる方に対し、国の事業として「支援給付金」を支給

するもの。（所得が児童手当（本則）の所得制限限度額を超える方は対象とな

りません。） 

２ 支給額 

  対象児童一人につき１０万円（元養育者から令和３年度子育て世帯への臨

時特別給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合

はその額を差し引いた額となります。） 

３ 申請期間等 

令和４年２月下旬から申請受付を開始し、申請期限は令和４年４月２８日

（木）までとする予定です。詳細は市報及び市ホームページ等によりお知らせ

いたします。 

４ 支給時期等 

申請受付後、順次、児童の監護や所得の状況に係る審査等を行い、交付決定

通知の送付後、指定の口座へ振り込みます。 

５ その他 

⑴ 内閣府のリーフレット（参考）については別添のとおり 

⑵ 本事業の経費については「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金」の

予算により対応 
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